
1. 氏名・住所情報等の記入

  ❶ 氏名・生年月日・住所・配偶者の有無の情報が正しく印字されていることをご確認のうえ、そのほか箇所をご記入ください。

   ※令和5年分・令和6年分ともに、氏名・住所は2024年1月1日時点の情報をご記入ください。

2. 源泉控除対象配偶者・控除対象扶養親族の記入

  ❶A欄  同一生計配偶者の情報が正しく印字されていることをご確認のうえ、本年中の所得の見積額・住所をご記入ください。

      (所得の見積額が95万円以下の方が対象です。)

  ❷B欄  生計を一とする親族(16歳以上)の情報が正しく印字されていることをご確認のうえ、本年中の所得の見積額・住所をご記入ください。

      (所得の見積額が48万円以下の方が対象です。)

   ※所得見積額計算方法は、4ページ目【給与所得の金額計算方法】表をご参照ください。

  ❸ 対象となる扶養親族が70歳以上の場合、対象となる条件項目へチェックをご記入ください。

※令和6年分につきましても、

こちらを参考のうえご記入ください。
令 和 5 年 分 給 与 所 得 者 の 扶 養 控 除 等（異動）申 告 書 記入例
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  ❹ 対象となる扶養親族が19歳以上23歳未満の場合、チェックをご記入ください。

  ❺ 配偶者が非居住者である場合、「〇」をご記入ください。

  ❻ 扶養親族が非居住者である場合、条件に該当する欄へチェックをご記入ください。

   （※非居住者である場合、親族関係書類・送金関係書類等の添付が必要となります。）

    ・非居住者    ・・・日本国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない方が対象です。

   ※令和5年より非居住者扶養親族の適用範囲変更に変更がございます。
    ・扶養控除となる範囲は「16歳以上30歳未満又は70歳以上の非居住者」となります。

      ・「30歳以上70歳未満」の場合でも、下記1～3に該当する場合は控除対象となります。

      1. 留学により国内に住所及び居住をしなくなった者

      2. 障害者

      3. その年において生活費または教育費に充てるために、38万円以上の送金を受けている者

   ※配偶者・扶養親族情報は、2023年12月31日時点での状況をご記入ください。
   ※配偶者・扶養親族の印字がされておらず、追加される場合は該当者情報・異動月日及び事由欄をご記入ください。
   ※配偶者・扶養親族が印字されているが、扶養対象外となった場合は赤ボールペンで二重線を引き、異動月日及び事由欄をご記入ください。



3. 障害者・寡婦・ひとり親又は勤労学生の記入

  ❶ 本人又は同一生計配偶者・扶養親族が一般障害者・特別障害者に該当する場合、チェックをご記入ください。

  ❷ 障害者区分の表内の該当する欄に「〇」をご記入ください。※扶養親族の場合は、（ ）内へ該当人数をご記入ください。

  ❸ 年末調整対象者が「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」のいずれかに該当する場合、該当項目へチェックをご記入ください。

  ❹ 障害者・又は勤労学生に該当する場合、該当する事実・該当者氏名等を「障害者又は勤労学生の内容」欄へ記入し、必要書類を添付ください。

4. 住民税に関する事項の記入

  ❶ 16歳未満の扶養親族を有する場合、該当者の情報が正しく印字されていることをご確認のうえ、住所・本年中の所得の見積額をご記入ください。

  ❷ 該当の扶養親族が国内に住所を有していない場合、「〇」をご記入ください。

  ❸ 令和5年に退職手当等の支払を受ける配偶者・扶養親族を有する場合はご記入ください。（所得金額の見積は退職所得を除いた金額を記入ください。）

  

    ・寡婦     ・・・夫と死別又は離婚した後、婚姻をしていない人・夫の生死が明らかでない一定の人で扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる。のいずれに該当

    ・ひとり親・・・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない・生計を一にする子がいる。のすべてに該当

      ・障害者の場合 ・・・氏名・障害者手帳の種類・障害の等級・交付日を「障害者又は勤労学生の内容」欄へ記入・障害者手帳の写しを添付しください。

      ・勤労学生の場合・・・年間所得の見積額・在学中の学校名・入学年月日を「障害者又は勤労学生の内容」欄へ記入

                 ※専修学校、各種学校又は職業訓練校の生徒等の場合は、証明書の添付が必要です。
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●【給与所得の金額計算方法】

計算例：配偶者の給与収入金額が「 1,170,000円 」の場合

上記計算表「 551,000円以上 1,618,999円以下 」、「 1,170,000円 － 550,000円 」にて計算、

所得見積額【 620,000円 】となる。

以上



1. 氏名・住所情報等の記入

  ❶ 氏名・住所の情報が正しく印字されていることをご確認ください。※氏名・住所は2024年1月1日時点の情報をご記入ください。

2. 給与所得者の基礎控除申告書の記入

  ❶「(1)給与所得」の収入金額欄へ本年中の給与収入の見積額を記入し、右表の【給与所得の金額計算方法】を基に「(1)給与所得」の所得金額欄をご記入ください。

   ・弊社の給与明細詳細につきましては下記の通りです。

 https://www.robertwalters.co.jp/content/dam/robert-walters/country/japan/files/Others/haken/2023/Online%20payslip_%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E.pdf

令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 記入例

❶

＜収入金額の計算方法＞（2023年1月から2023年12月31日まで）

10月給与明細内の「Total Annual Payment 」欄の金額+ 11月の給与金額（見込みの金額・10月稼働分）+ 12月の給与金額（見込みの金額・11月稼働分）＝2023年の収入金額

※12月稼働分（1月支給）は2023年の収入金額に含まれません。
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以上



  ❷ 給与所得以外の所得がある場合は「(2)給与所得以外の所得の合計額」の所得金額欄へご記入ください。

     給与所得以外の所得が公的年金の場合は、右表の【雑所得（公的年金）の必要経費等計算表】を基に「(2)給与所得以外の所得の合計額」の所得金額欄へご記入ください。

  ※給与所得以外の所得の合計額が20万円以上の場合には別途確定申告が必要となりますので、弊社からの年末調整済の源泉徴収票と共に翌年の確定申告をお願いいたします。

  ❸「(1)給与所得」と「(2)給与所得以外の所得の合計額」の所得金額の合計を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」へご記入ください。

  ❹ 「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」へ記入した金額に該当する判定項目へチェックをご記入ください。

  ❺ ❹でチェックをつけた判定の区分（A～C）と金額を確認のうえ、「区分Ⅰ」「基礎控除の額」が印字と異なる場合は、修正ください。

 ・所得金額の調べ方につきましては下記リンクをご参照ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm



3. 給与所得者の配偶者控除等申告書の記入

  ❶ 同一生計配偶者の情報が正しく印字されていることをご確認ください。

  ❷ 「(1)給与所得」の収入金額欄へ本年中の給与収入の見積額を記入し、【給与所得の金額計算方法】を基に「(1)給与所得」の所得金額欄をご記入ください。

  ❸ 給与所得以外の所得がある場合は「(2)給与所得以外の所得の合計額」の所得金額欄へご記入ください。

      給与所得以外の所得が公的年金の場合は、【雑所得（公的年金）の必要経費等計算表】を基に「(2)給与所得以外の所得の合計額」の所得金額欄へご記入ください。

  ❹「(1)給与所得」と「(2)給与所得以外の所得の合計額」の所得金額の合計を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」へご記入ください。

  ❺ ❷で算出された合計見積額に該当する判定項目へチェックをつけ、判定に該当する（① ～ ④）を「区分Ⅱ」欄へご記入ください。

  ❻ 「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」の結果に該当する金額を「配偶者控除の額」又は「配偶者特別控除の額」へご記入ください。
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4. 所得金額調整控除申告書の記入

   ※年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の場合は所得金額調整控除の適用を受けることはできません。

  ❶ 「要件」欄の該当する項目へチェックをご記入ください。

      該当する項目が複数ある場合は、いずれか1つにチェックをご記入ください。

  ❷ ❶で「あなた自身が特別障害者」以外の項目をチェックした場合、該当する同一生計配偶者又は、扶養親族の情報をご確認ください。

    扶養親族が複数いる場合はいずれか1名の情報をご記入ください。

  ❸ 障害手帳の種類・障害の等級・交付日を「特別障害者に該当する事実」欄へご記入ください。

    扶養控除等（異動）申告書に記入した内容と同一の場合は、「扶養控除等申告書のとおり」にチェックをご記入ください。

❶ ❷ ❸



1. 氏名・住所情報等の記入

  ❶ 氏名・住所の情報が正しく印字されていることをご確認ください。※氏名・住所は2024年1月1日時点の情報をご記入ください。

2. 保険料控除等の記入
   ※保険会社より送付された控除証明書の原本を必ず添付してください。(コピー添付不可)

   ※証明書と記載事項が異なる場合には証明書を元に修正させていただきます。

  【 生 命 保 険 料 控 除 】
   ❶ 保険会社より送付された控除証明書を基に契約情報を記入し、

      「一般の生命保険料」の証明額を(a)欄へ記入後、

    「新・旧」区分毎の(a)欄の合計額をA・B欄へご記入ください。

       計算式Ⅰ・Ⅱを基に①・②・③欄を計算し㋑欄へ金額をご記入ください。

   ❷ 保険会社より送付された控除証明書を基に契約情報を記入し、

       「介護医療保険料」の証明額を(a)欄へ記入後、

      (a)欄の合計額をC欄へご記入ください。

        計算式Ⅰを基に㋺欄へ金額をご記入ください。

   ❸ 保険会社より送付された控除証明書を基に契約情報を記入し、

       「個人年金保険料」の証明額を(a)欄へ記入後、 

       「新・旧」区分毎の(a)欄の合計額をD・E欄へご記入ください。

        計算式Ⅰ・Ⅱを基に④・⑤・⑥欄を計算し㋩欄へ金額をご記入ください。

    ❹ ❶～❸で計算した㋑㋺㋩欄の合計額をご記入ください。

令和5年分 給与所得の保険料控除申告書 記入例
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  【 地 震 保 険 料 控 除 】
     保険会社より送付された控除証明書を基に契約情報を記入し、

   「地震保険料控除」の証明額を Ⓐ欄へ記入後、

   「地震・旧⾧期」区分毎のⒶ欄の合計額をⒷ・Ⓒ欄へご記入ください。

      Ⓑ・Ⓒ毎の計算式を基に控除額を計算しご記入ください。

  【 社 会 保 険 料 控 除 】
      国民年金保険料等、直接支払った社会保険料をご記入ください。

          給与より差し引かれている社会保険料は対象外です。

          ※「国民年金」・「国民年金基金」以外の保険料または掛金については

       証明書の添付は必要ありません。

  【 小 規 模 企 業 共 済 等 掛 金 控 除 】
     個人型確定拠出金の掛金等、直接支払った小規模企業共済掛金をご記入ください。

      給与より差し引かれている掛金は対象外です。

      iDeCoで拠出したその年の掛金の合計額は

    「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に記入してください。



Q. 各種申告書への捺印は必要でしょうか。

A. 2021年度税制改正により捺印は不要となりました。

Q. 引っ越しによる住所変更や結婚による姓の変更がある場合、いつの時点での情報を記入すればよいでしょうか。

A. 2024年1月1日時点の情報をご記入ください。

Q. 扶養親族の所得を証明する書類等の提出は必要でしょうか。

A. 提出は不要です。

Q. 同居していない家族を扶養に入れることは可能でしょうか。

A. 所得の見積額が48万円以下、かつ生計を一つにしている場合は可能です。

（例：離れて暮らしている両親や進学等により１人暮らしをしている子どもへ生活費等の仕送りをしている場合など）

Q. 非居住者の証明書類は何が必要でしょうか。

A. 下記となります。（※外国語で記載がある場合は日本語訳文をつけてください。）

1.）16歳以上30歳未満/70歳以上・・・「親族関係書類」・「送金関係書類（制限なし）」

2.）30歳以上70歳未満・・・◎留学・・・「親族関係書類」・「送金関係書類（制限なし）」・「留学ビザに類する書類」

◎ 障害者・・・「親族関係書類」・「送金関係書類（制限なし）」

◎38万円以上の支払・・・「親族関係書類」・「送金関係書類（38万円以上）」

1.）親族関係書類・・・日本政府又は地方公共団体の発行した「パスポート」の写し・「戸籍の附票の写し」の原本

外国政府又は地方公共団体の発行した「親族の氏名・生年月日・住所」記載のある書類の原本 など

2.）送金関係書類・・・為替取引などで金融機関が発行した書類の原本又はコピー

非居住者の親族へ生活費・教育費等を送金・支払をしたことを証明する書類

Q. 配偶者控除申告書へ記入できる条件はなんですか。

A. 下記条件の両方を満たしている場合に記入できます。

1.）申告者本人の当年合計所得額が1,000万円以下

2.）配偶者の当年合計所得額が133万円以下

Q. 扶養控除等(異動)申告書へ配偶者を記入したが、配偶者控除等申告書へも記入が必要でしょうか。

A. 配偶者控除等申告書へも記入が必要です。

●よくある質問



・記入する必要のある金額欄すべてに記入しましたか？

記入すべき金額に記入がない場合には、すべて「0円」として処理いたしますので、

必ずご記入ください。

・配偶者・扶養親族の住所・居所は記入しました？印字されているものは間違いがないですか？

※未記入の場合は、ご本人様と「同居」として処理いたしますので、必ずご記入ください。

●封筒に入れる前に…


